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Ⅰ 最低賃金･賃金の引上げに向けた支援、非正規雇用労働者
への支援



１．最低賃金･賃金の引上げに向けた中小･小規模企業等支援、非正規雇用労働者への支援
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中小企業等の生産性向上、正規・非正規の格差是正、より高い処遇への労働移動等を支援する「「賃上げ」支援助成金パッケージ」により個々の企業の
ニーズに応え、賃金引上げを支援するとともに、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」の周知等を進めている。

（１）事業場内最低賃金の引上げに取り組む中小企業・小規模事業者の生産性向上に向けた支援

◆概要
事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）を30円以上引き上げ、生産性向

上に資する設備投資等を行った中小企業・小規模者等に、その費用の一部を助成
する制度。

事業内最低賃金
引上げの計画

設備投資等の計画
機械設備、コンサルティング、

人材育成・教育訓練など

設備投資等の
費用の一部を

助成

計画の
承認と実施

◆対象事業者
事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内（9/5以降は新地域別最

低賃金を下回る賃金）であること

◆対象となる設備投資など
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※令和7年度は4月～9月の件数

業務改善助成金

「賃上げ」支援助成金パッケージ

■業務改善助成金 ■働き方改革推進支援助成金
■人材開発支援助成金
■人材確保等支援助成金

（雇用管理制度・雇用環境整備助成コース）

■キャリアアップ助成金
（正社員化コース・

賃金規定等改定コース）

■早期再就職支援等助成金（雇入れ支援コース ,
中途採用拡大コース）■特定求職者雇用開発助成金
(成長分野等人材確保・育成コース )
■産業雇用安定助成金（スキルアップ支援コース）



１．最低賃金･賃金の引上げに向けた中小･小規模企業等支援、非正規雇用労働者への支援
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（２）最低賃金制度の適切な運営

宮城県最低賃金は本年10月４日から65円引き上げられ、時間額１，０３８円に改正された。改正後の最低賃金額を幅広く周知することが重要であり、効
果的な周知・広報を図り、最低賃金履行確保に向けた取組を実施している。

令和７年最低賃金改定

過去最大となる6５円引上げ

時間額 1,038円

周知・広報の主な取組状況

◆ 自治体広報誌等への掲載依頼 宮城県最低賃金の官報公示日である令和７年９
月４日に実施。令和６年度の実績は掲載率94.4％。

◆ ポスター、リーフレットの配布 配布件数：1,475件。配布先は、行政機関、
各種団体、高校、大学等の教育機関、スーパー本部、コンビニ地域本部、図書館、
道の駅等

◆ コミュニティFMへの放送依頼 宮城県内のコミュニティFM放送局９社

最低賃金の履行確保に係る監督指導の実施

令和６年度の最低賃金実態調査の結果、未満率・影響率が大きかった業種
等から対象を選定し、第４四半期（令和７年１月～３月）に監督指導を実施。
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１．最低賃金･賃金の引上げに向けた中小･小規模企業等支援、非正規雇用労働者への支援
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（３）同一労働同一賃金の遵守の徹底

※( )内は前年同時期

行政指導等の実施

事業場に対し、労働基準監督署との連携を図る等の様々な端緒から
パート有期法第18条に基づく報告徴収（企業ヒアリング）を実施し、
法の履行確保を図っている。

◆報告徴収（企業ヒアリング）を行った事業場
111件（令和７年9月末現在）、前年同時期：172件

令和３年４月１日よりパートタイム・有期雇用労働法が中小企業を含め全面適用されており、引き続き同一労働同一賃金等雇用形態に関わらない公正な
待遇の確保に向けて、非正規雇用労働者の処遇改善や正社員転換を推進している。

また、中小企業事業主に対しては、働き方改革推進支援センターの活用を勧めるなど、丁寧な取組支援を行っている。

助言件数事 項

15件(27件)法第８条（不合理な待遇差）

0件(0件)法第９条（差別的取扱いの禁止）

2件(10件)法第10条（賃金）

0件(0件)法第11条第１項（教育訓練）

0件(1件)法第11条第２項（教育訓練）

0件(0件)法第12条（福利厚生施設）

18件(30件)法第14条第1項（措置の内容の説明）

0件(0件)法第14条第2項（待遇内容・理由説明）

同一労働同一賃金の更なる遵守の徹底に向けた取組

労働基準監督署による定期監督等において、同一労働同一賃金に関
する確認を行い、短時間労働者、有期雇用労働者又は派遣労働者の待
遇等の状況について企業から情報提供を受けることにより、雇用環
境・均等室又は職業安定部による効率的な報告徴収（企業ヒアリン
グ）又は指導監督を行い、是正指導の実効性を高める。

パートタイム・有期雇用労働法（以下「パー
ト有期法」という。）に基づく報告徴収（企業
ヒアリング）の際には、パート有期法対応のた
めの取組手順書に基づく取組を促す等の助言に
努めるとともに、働き方改革推進支援センター
の利用を促している。

また、働き方改革推進支援センターによるワ
ンストップ相談窓口において、労務管理等の専
門家による、同一労働同一賃金マニュアル等を
活用した窓口相談やコンサルティング、セミ
ナーの実施等、きめ細やかな支援を行っている。

基本給・賞与について見直しを促す働きかけをすること
や、支援策の周知を行うことにより、企業の自主的な取組
を促すことで、同一労働同一賃金の遵守徹底を図る。

パートタイム・有期雇用労働法
キャラクター「パゆう」ちゃん

事業主への支援



１．最低賃金･賃金の引上げに向けた中小･小規模企業等支援、非正規雇用労働者への支援

非正規雇用労働者の待遇が正規雇用労働者に比して不十分な状況にあるため、処遇改善や正社員転換を推し進めていく必要がある。加えて、人手不足へ
の対応が急務となる中で、短時間労働者が「年収の壁」を意識せずに働くことができる環境づくりを支援する必要があることから、特に中小企業事業主に
対してはキャリアアップ助成金や働き方推進支援センターの活用を進めるなど、丁寧な取り組み支援を行っている。

（４）非正規雇用労働者の処遇改善・正社員転換を行う企業への支援

非正規雇用労働者が「年収の壁」を意識せずに働ける環境づくり

非正規雇用労働者の処遇改善や正社員化に取り組んだ事業主に対して支
援を行うキャリアアップ助成金について、「年収の壁・支援強化パッケー
ジ」として、年収の壁を意識せずに働くことのできる環境づくりを後押し
するため新たに設けられた「社会保険適用時処遇改善コース」や拡充した
「正社員化コース」をはじめ、各コースの周知、活用勧奨等を実施してい
る。

「宮城働き方改革推進支援センター」によるワンストップ相談窓口において、
社会保険労務士等の専門家が労務管理・賃金制度等に関する窓口相談やコン
サルティング、セミナーの実施等きめ細やかな支援を行っている。

【主な事業内容】（令和７年9月末現在）
◆常駐型専門家による個別相談

（電話・メール・来所による相談対応） 246件（ 298件）
◆出張相談会

（商工団体等と連携した出張相談会の開催） 1回（７回）
◆セミナーの開催 ２回、参加者 22人（22回、512人）
◆訪問コンサルティング 225回（315回） ※（ ）内は前年同時期キャリアアップ助成金

働き方改革推進支援センターによる相談支援

多様な働き方の実現応援サイト

「多様な働き方の実現応援サイト」に掲載されている好事例の事業主及び労
働者に対する周知等により、非正規雇用労働者の処遇改善に係る事業主の取
組促進を図っている。

6

計画認定件数
(令和7年9月末現在)コース名

288件(317件)正社員化コース

113件(52件)賃金規定等改定コース

26件(17件)賃金規定等共通化コース

63件(78件)社会保険適用時処遇改善コース※１

※( )内は前年同時期



１．最低賃金･賃金の引上げに向けた中小･小規模企業等支援、非正規雇用労働者への支援
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（５）労働施策総合推進法に基づく協議会等について

賃金引上げの流れを地方や中小企業に波及させることが重要であることを踏まえ、適切な時期に「宮城働き方改革推進等政労使協議会」を開催し、賃金
引上げの環境整備等に向け、機運の醸成を図ることとしている。

近年の開催状況

◆平成27年に第１回を開催以降、概ね毎年度１回のペースで開催
◆当初は働き方改革の機運醸成を目的に議題設定をしていたが、

第12回（令和６年２月開催）より賃上げが主たるテーマとなっ
ている。

議 題回数・開催日

開催目的
「働き方改革の推進における課題とその解決方法に
ついて」

第11回
令和５年９月21日

開催テーマ
「賃金引上げに向けた取組」
「「年収の壁」を意識せずに働くことができる環境
づくりに向けた取組」

第12回
令和６年２月14日

(1)行政機関における「賃金引上げ」に向けた取組
等について
(2)意見交換テーマ「賃金引上げに向けた取組、課
題及び課題解消のための方策等について」

第13回
令和７年２月６日

◆宮城県
◆仙台市
◆東北経済産業局
◆一般社団法人宮城県経営者協会
◆宮城県中小企業団体中央会
◆宮城県商工会議所連合会
◆宮城県商工会連合会
◆日本労働組合総連合会 宮城県連合会（連合宮城）
◆株式会社七十七銀行
◆宮城労働局

宮城働き方改革推進等政労使協議会構成員

第1３回開催状況
◆概要

令和７年２月６日に開催し、宮城県副知事のほか労使団体の会長が出席した。
行政機関からは賃金引上げに資する施策等の説明を行い、その後労使それぞれ
の立場における賃金引上げへの課題、行政機関へ求める施策などについて意見
交換を行い、賃金引上げに向けた機運の醸成を図った。

◆出席者
宮城県 副知事
仙台市 副市長
東北経済産業局 局長
宮城県経営者協会 会長
宮城県中小企業団体中央会 会長
宮城県商工会議所連合会 会長
宮城県商工会連合会 会長
連合宮城 会長
七十七銀行 地域開発部長
宮城労働局長

（オブザーバー）
公正取引委員会 東北事務所長
宮城県社会保険労務士会 会長
宮城県よろず支援拠点 チーフコーディネーター
宮城産業保健総合支援センター 副所長
宮城働き方改革推進支援センター センター長

◆会場の様子
（ホテル白萩 萩の間）



Ⅱ リ･スキリング、労働移動の円滑化
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１．リ・スキリングによる能力向上支援

（１）教育訓練給付等による労働者個々人の学び・学び直しの支援の促進
（２）公的職業訓練のデジタル推進人材の育成支援

グローバル化の進展、DX・生成系ＡＩの普及など企業経営が複雑化するなか、リ・スキリングを含め、労使協働による職場における学び・学び直しの取
組を広めていくため、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した場合に、その費用の一部を支給する「教育訓練給付」において、経済社会の変化に対応
した労働者個々人の学び直しを支援する。また、デジタル人材確保のため、デジタル分野に係る公的職業訓練について訓練コースの拡充を図る。

◆デジタル系の求職者支援訓練について、令和６年度は345人規模の設定
であったが、令和７年度はIT分野とデザイン分野を併せて370人規模に
拡充している。

◆高等技術専門校で行う委託訓練について、デジタル人材を育成するた
め、昨年度に引き続き、知識等習得コースとして「Javaプログラマー
養成科」（６ヶ月）、「IT技術者養成科」（２年間）を実施するほか、
e-ラーニングのコースを増設する。

◆デジタル分野に係る公的職業訓練については、IT、WEBデザイン関連
の資格取得を目指すコース等へ訓練委託費等の上乗せ措置等により訓練
コースの拡充を図る。

◆訓練修了生等に対し、実務経験を積むための「実践の場」を提供するモ
デル事業の周知を図る。

令和７年度 デジタル分野に係る公的職業訓練実施状況

令和７年度 宮城県におけるデジタル分野の公的職業訓練

9

充足率受講者数開講定員

57.1%36人63人県委託

76.1%67人88人
ポリテク
センター

88.9%177人199人
求職者

支援訓練

（令和7年8月末現在）

厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講・
修了した場合に、教育訓練給付を通じて、労
働者の学び直しを支援している。

【指定口座・受給者数】
①県内指定講座数：586講座
（県内にある訓練施設(教室)

令和7年10月時点）
（令和７年度）
②県内受給者数：1,074人
（内訳）専門実践教育訓練給付 ：475人

特定・一般教育訓練給付：599人

教育訓練給付の実績



２．労働移動の円滑化
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（１） 「job tag」や「しょくばらぼ」の活用による労働市場情報の見える化の促進
（２）オンラインの活用によるハローワーク機能の充実

円滑な労働移動を実現するために「労働市場の見える化」を進め、マッチング機能の強化を図るため、「job tag（職場情報提供サイト」、「しょくばら
ぼ（職場情報総合サイト）」を活用した職業相談及び求人者の採用支援を進めるとともに、job tag、しょくばらぼの積極的な周知を行っていく。

また、行政サービス向上の観点から、ハローワークにおけるオンラインによる職業相談・紹介業務等の適切な運用を進める。

◆職業相談におけるjobtag、しょくばらぼの活用
〇希望する職業が明確でない者に対して、自己診断ツールやテーマ別検索等を活用し、興味・関心等

から職業の絞り込み等を実施した支援を行う。
〇応募を検討している求人や受講を検討している職業訓練に関する情報を閲覧して、具体的なイメージ

をつかむために活用を促す。
〇新規学卒者等にとって、最初の職業選択となる就職活動においては、的確な職業理解と自己理解が極

めて重要であるため、学校での進路指導等においてjob tagの適切な活用が図られるよう周知する。
〇応募・就職を希望する企業等の選定に当たっては、求人条件だけでなく、幅広い情報を収集し、希望

する企業等を十分に理解することが重要であるため、しょくばらぼを活用した情報収集を働きかける。
◆求人者のjobtag活用

〇求人充足の一助とするため、仕事の内容の具体化を促すにあたり、人材採用要件整理機能など活用で
きるjob tagの機能やツールの周知を行う。

◆求人者・求職者マイページの開設促進
〇求人者、求職者に対し、ハローワークインターネットサービスの利

用とともにマイページの開設を積極的に促している。
◆オンラインサービスの提供

〇求職者マイページを通じて求人情報を提供し、その中で紹介を希望
する場合は、ハローワークに来所せず紹介を受けられる「オンライ
ンハローワーク紹介」の利用者も増えている。

〇育児中で子供連れによる来所が困難な方や移住定住希望者等、事前
予約制によるオンライン職業相談を実施している。

オンラインによる求人受理、求職申込み オンライン職業相談 オンライン職業紹介
オンラインセミナー・説明会開催 など

「jobtag」「しょくばらぼ」の活用や周知について

ハローワークにおけるオンラインサービスの活用について

オンラインサービスの内容

●マイページ開設率（R6.9月）

MP種別 開設率 労働局別順位

求　人 99.2% 全国２位

求　職 51.0% 全国６位

(令和7年8月)
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Ⅲ 人材確保の支援の推進



１．人材確保の支援

（１）人手不足対策

医療・介護・保育・建設・警備・運輸分野の雇用吸収力の高い分野のマッチング支援を強化するため、ハローワークの「人材総合支援コーナー」を中心
に、関係団体等と連携した人材確保支援の充実を図るとともに、潜在求職者の積極的な掘り起こし、求人充足に向けた条件緩和指導等により、重点的な
マッチング支援を実施している。また、人材不足分野の仕事に関する基本的な内容を説明するセミナーのほか、個別面談会、職場見学会・体験会を積極的
に開催し、マッチングの促進を図っている。

ハローワーク仙台に設置した人材総合
支援支援コーナーを中心に、当該分野の
仕事の魅力を発信し求職者の拡大を図る
とともに、求人者には求人充足のための
支援を強化。
◆求人者への求人票作成指導・充足支援
◆求人のマッチング支援
◆各種セミナー・体験会の開催
◆就職面接会・説明会・見学会の開催
◆担当者制による求職者へのキャリアコン

サルティング
◆必要な公共職業訓練のあっせん

（ ）内はR6.8月末実績

◆令和７年1２月に関係団体との共催で「福
祉のしごとフェア」を開催。

◆職業理解を深め、マッチング促進を図る
ため、関係団体を講師に招いた座学中心
の基本セミナーや体験型のセミナーを開
催。

人材総合支援コーナーによる支援

就職者数 年間目標数  

2,748(2,947) 6,826(7,121) R7.8月末 

人材不足分野の就職件数

関係団体等との連携による人材確保支援やマッチング支援

職場見学会や体験会などの体験型イベントを拡充。セミナーや説明会
と併用することにより、人手不足分野への関心度が低い層へのアプロー
チを図る。

◆各分野ごとの基本セミナー（仙台所：11回開催、530人参加）

◆職場体験会（各所で定期的に開催）

◆職場見学会（各所で定期的に開催）

◆福祉のしごとフェア（12月開催予定）

◆しごとのミニ相談会（仙台所：192回開催、687人参加）

◆各分野の企業説明会（各所で定期的に開催）

（ ）はR7.8月末までの実績

12



１．人材確保の支援
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（２）地場産業等の求人充足支援対策

人材不足が深刻な求人企業に対してきめ細かい人材確保コンサルティングが必要となっていることから、求職者・求人者双方への一体的支援を実施する
「充足支援チーム」を設置し、地域の労働市場の特性に応じた効果的なマッチング支援を実施する。

◆「地元企業サポートチーム」の設置
ものづくり産業振興に関連し、製造業、卸・小売業、飲食・宿泊サービス業、運輸業の人

材確保に向けた課題に対応するため、ハローワーク仙台に充足支援業務を専門的に行う「地
元企業サポートチーム」を設置し、管内を就業地とする求人の充足率向上に取り組んでいる。

◆求人充足支援の取組
事業所訪問による情報収集や支援サービスを提案し、事業所別の担当者制による求人充足

支援を行う。

〇求人条件緩和提案や求人票作成支援等、求人票見直しのコンサルティング

〇企業説明会・面接会や職場見学など、イベントの開催による充足支援

〇求職者情報（ハローワークの窓口で得た求職者動向等）や労働市場情報の提供

〇ホームページやSNSを活用した企業情報の発信

充足支援チームによる取組

◇充足支援を行った求人件数 633件

◇充足支援を行った求人数 1,309人

◇求職者への情報提供件数 5,464件

◇事業所訪問数（延べ数） 379回

◇イベント（説明会、職場見学等）開催 35回

充足支援チームの実績（R7.4月～８月末）



１．人材確保の支援

民間の職業紹介事業者に対し、法令遵守徹底のための指導監督を実施するととに、法律制度の理解促進のため、職業紹介事業者を対象とし
たセミナーを開催している。また、民間の職業紹介事業者を利用する求人者及び求職者に対し周知を行っている。

（３）雇用仲介事業者（職業紹介事業者、募集情報等提供事業者）への対応

職業紹介事業者及び募集情報等提供事業者に対する指導監督
を計画的に実施している。

◆指導監督の実施状況（令和7年９月末現在）

実施事業所数 ６４事業所 うち文書指導件数 ７５件

指 導 監 督指 導 監 督

職業紹介事業者を対象としたセミナーを毎月開催。
職業紹介事業の許可取得後、備え付けが必要な書類等、事業運

営の基本的な内容のほか、今年1月に追加された職業紹介事業の
許可要件（金銭等の提供の原則禁止等）や違約金等の明示の説明
を行い理解の促進を図っている。

◆セミナーの開催状況（令和7年９月末現在）
開催回数 ５回 参加者数 ４８名

セ ミ ナーセ ミ ナー

「医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者認
定制度」や「職業紹介優良事業者認定制度」等優良な職業紹介事
業者の認定制度を周知するほか、スポットワークを利用する際の
留意事項等のリーフをHWに配架し求人者及び求職者に対し周知を
図っている。

周 知 啓 発周 知 啓 発

職業紹介事業所の推移職業紹介事業所の推移

（所）
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Ⅳ 多様な人材の活躍促進と職場環境改善に向けた取組
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１．多様な人材の活躍促進

（１）障害者の就労支援

16

障害者の就労意欲が高まりを見せる中で雇用の促進を図っていくため、福祉・教育・医療機関や職業能力開発などの機関と連携し、多様な障害特性に応
じた就労支援や職業紹介と一体となった雇用率達成指導に向けた指導を行っている。

◆令和６年６月１日現在の障害者雇用状況

法定雇用率
（平成30年4月以降2.2％、令和３年３月以降2.3％、令和６年４月以降2.5%）
（1）障害者実雇用率 2.39％（全国39位）
（2）達成企業割合 49.4％（全国35位）

◆宮城県等と連携した取組
宮城県、仙台市と労働局及び（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構宮城支
部の４機関幹部による経済５団体及び企業への文書による障害者の雇用促進・
維持等に関する要請（令和６年11月15日、18日に実施）

◆労働局とハローワークの取組（令和７年８月末現在）
○ハローワークを通じた障害者就職の促進

障害者就職件数：900件（前年同期 1,051件）
○雇用率未達成企業への指導・支援の強化

指導企業数 ：404件（前年同期 204件）
○雇用率未達成公的機関への指導強化

指導機関数 ： 20機関（前年同期 17機関）

障害特性に応じた就職支援の実施

◆就労支援機関EXPOの開催
令和７年９月17日、福祉・教育・医療から雇用への移行推進事業の一環として、

障害者就労支援機関や特別支援学校と法定雇用率未達成企業等が一堂に会する情報
交換会を開催し、22法人がブースを構え、事業所や公的機関等の担当者88名が参加
した。

公務部門における障害者雇用・定着の推進

◆障害者雇用優良中小事業主の認定（もにす認定制度）
令和７年９月末現在、宮城県で８社の障害者雇用優良中小事業主を認定している。
認定を受けた事業主が障害雇用の身近なロールモデルとして認知され、地域全体の

障害者雇用の取組がより一層推進されることが期待できる。
◆精神障害者、発達障害者に対する就労支援（令和７年６月末現在）

精神・発達障害者雇用トータルサポーター 就職件数：63件（前年同期30件）

◆障害者合同就職面接会の開催
例年、宮城県との共催により県内３地域（仙台・石巻・大崎）において開催してお

り、令和７年度は９月11日に仙台地域、９月25日に古川地域、９月26日に石巻地域に

て開催した（対象事業所数計100社、参加人数367人）。

雇用率達成に向けた取組を宮城県及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構宮城支部と共同で実施



１．多様な人材の活躍促進

（２）高齢者の就労による社会参加の促進、高齢者が安心して安全に働くための職場環境の整備等

17

セミナーの開催により改正高齢法及び70歳までの就業機会確保に向けた環境整備や、高年齢労働者の処遇改善を行う企業への支援について周知に取り組
んでいる。また、「生涯現役支援窓口事業」により高年齢者の再就職に向けて個々の状況に応じたきめ細やかな支援に取り組んでいる。

さらに、地域における多様な雇用・就業機会の確保に向けて、社会参加の促進を通じて地域社会の活性化を通じて地域社会の活性化を図るシルバー人材
センターとの連携に取り組んでいる。

令和6年度 高年齢者雇用状況報告

令和６年度高年齢者雇用状況報告を実施し、3,748社(令和５年度3,838社)の
集計結果として、宮城局では65歳までの雇用確保措置実施企業は99.9％(令和５
年度99.7％)となった。その中でも70歳までの高年齢者就業確保措置を実施済み
の企業は38.4％（令和５年度35.3％）となり、年々増加している。

高年齢者の再就職支援

「高年齢者活躍促進セミナー」の開催

70歳までの就業機会確保に向けた環境整備や、高年齢労働者の処遇改善を行う企業への支援についての積極的な周知と、継続雇用延長や定年引上げ等に向
けて一歩前進を促すことを目的として企業対象の「高年齢者活躍促進セミナー」を開催。令和７年度はポリテクセンター宮城を会場として11月18日（火）に
実施予定。内容は（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構宮城支部の高年齢者雇用アドバイザーによる「70歳までの就業機会確保のために」をテーマとした
基調講演や企業による事例発表とトークセッション等。※前年度35社36名参加

（１）生涯現役支援窓口事業
55歳以上の再就職を目指す方に対して、高齢者のニーズ等を踏まえた職業

生活の再設計に係る支援や支援チームによる効果的なマッチング支援、シニア
世代の採用に意欲的な企業の求人情報の提供など、多様な就業ニーズに応じた
就労支援を実施している。

仙台・石巻・塩釜・古川・大河原所の県内５安定所で支援。
【令和7年8月末現在】65歳以上の就職率 目標87.0％ 実績93.0％ (前年同期91.6％)

64歳までの就職率 目標88.9％ 実績93.2％ (前年同期98.9%)

（２）高年齢者活躍人材確保育成事業
人材不足分野や現役世代を支える分野で高年齢者に就業機会を円滑に提供で

きるよう、就業に必要な能力や技能を身につけさせるための技能講習や就業体
験を実施し、管内シルバー人材センターの新規会員数を確保する取組を実施し
ている。
（委託先：宮城県シルバー人材センター連合会）
【令和7年8月末現在】新規会員数 年間目標311人 実績246人(前年同期108人)

70 歳までの高年齢者就業確保措置の実施状況（令和6年6月1日現在）



１．多様な人材の活躍促進

（３）外国人材の適切な確保等に向けた支援

今後様々な在留資格の外国人労働者の増加が見込まれる中で、外国人が安心して働き、その能力を十分に発揮する環境を確保するため、外国人を雇用す
る事業主への雇用管理にかかる指導や相談支援を実施している。

宮城県内の外国人雇用事業所数及び外国人労働者数の推移

【令和６年10月末時点】
◆外国人労働者数（全国） 2,302,587人 (前年度比12.4％増）
◆外国人労働者数（宮城） 19,554人 (前年度比17.9％増）
◆外国人雇用事業所数（全国） 342,087事業所 （前年度比 7.3％増）
◆外国人雇用事業所数（宮城） 3,268事業所 （前年度比13.8％増）

外国人労働者の労働条件確保対策

◆関係機関との相互通報
○出入国在留管理局からの通報件数 0件
○外国人技能実習機構からの通報件数 22件
○当局から出入国在留管理局への通報件数 0件
○当局から外国人技能実習機構への通報件数 2件

◆外国人労働者相談コーナーで受けた相談件数 110件（他局の事案含む）
（令和7年4月～令和7年9月末）

外国人雇用状況届出制度・適正な雇用管理についての周知・啓発

◆ハローワークにて、外国人を雇用する事業主に対し、訪問指導を実施。今年度
は、8月末時点で114件の指導を実施している。

◆６月の外国人雇用啓発月間を中心に関係機関や事業主への周知・啓発を実施。
① 労働局ホームページ、職業安定部X（旧ツイッター）を利用した広報
② 関係機関へのポスター掲示、パンフレット配架による広報
③ 経済５団体へのメルマガ掲載による広報依頼

◆上記月間における取組の一環として、ハローワークと労働基準監督署が連携し
て、「署所合同事業所訪問指導・安全衛生パトロール」を実施。県内10事業所
を訪問し、外国人の雇用管理や職場での安全衛生について、点検や指導等を行
った。

◆外国人雇用管理アドバイザーを派遣し、外国人を雇用する又は雇用を検討して
いる事業主からの相談（在留資格や労働条件等雇用管理面、職場環境や生活環
境への配慮事項等生活指導面）に対応し、助言・指導等を行っている。

多言語相談支援体制の強化

◆ウクライナからの避難民の方や新型コロナウイルス感染症により離職を余儀な
くされた外国人求職者等に対する相談支援体制強化のため、県内全所のハロー
ワークに多言語音声翻訳機器を導入し、あらゆる相談場面で活用している。

◆ハローワーク窓口において、英語翻訳された求人票を手交し、わかりやすい情
報提供を行っている。

◆外国人求職者に対して、多言語や「やさしい日本語」に翻訳したハローワーク
の利用に係るパンフレットを配布し、周知を図っている。
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１．多様な人材の活躍促進

（４）中高年層へ向けた就労支援

中高年層（ミドルシニア）世代に対するハローワークの専門窓口をハローワーク仙台に設置し、専門担当者による就職相談、職業紹介、職場定借支援ま
での一貫した伴走型支援を実施している。

中高年層（ミドルシニア）専門窓口の設置

ハローワーク仙台に設置した「キャリアアップコーナー（35歳
からの正社員就職応援窓口」（専門窓口）において、正社員就職
に向けた支援を実施。

《支援メニュー》

◆担当者制によるキャリアコンサルティング
◆各種セミナーの開催
◆必要な公共職業訓練のあっせん
◆職場体験・職場実習への誘導
◆中高年層（ミドルシニア）世代歓迎求人の開拓及びマッチング
◆就職面接会・説明会の開催
◆職場定着支援の実施

《支援対象者》

次の①～④すべてにあてはまる方。

①35歳以上59歳以下である。
②離職している又は非正規社員（期間に定めがある雇用等）と

して働いており、正社員就職を希望している。
③正社員雇用の経験が少ない。
④週1回の定期的な職業相談が可能で早期の正社員就職を目指

し、求人への応募等の積極的な就職活動を行える。

◆紹介により正規雇用に結びついた氷河期世代等の件数（ ）は令和6年内容

正社員就職者数年間目標数

984人（956人)2,184件 (2,184件)令和7年8月末

◆就職氷河期世代限定求人、歓迎求人の受理状況 〈新規求人〉

累計（R1.8～R7.8)限定求人・歓迎求人合計

29,054人651件 (876件)令和7年8月末

合同企業説明会の様子
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１．多様な人材の活躍促進

（５）新卒応援ハローワーク等における困難な課題を抱える新規学卒者等への支援

就職活動に多様な課題を抱える新規学卒者等を支援するため、学校や関係機関とも連携し、新卒応援ハローワーク等に配置された就職支援ナビゲーター
による担当者制などきめ細やかな個別支援を実施している。

新卒応援ハローワーク等における支援

就職に困難な課題を抱える学生等については、仙台新卒応援ハローワー
ク及び県内ハローワークにおいて以下の経路から把握し、就職支援ナビ
ゲーターによる個別支援又は関係機関との連携支援に繋げている。

以下の学生等の就職を支援する専門のハローワークである仙台新卒応援
ハローワークを設置している。

高校生等に対する支援

課題を抱える生徒等に対しては、県内ハローワークにおいて担当者
制・予約相談により、課題やニーズを的確に捉え、応募書類添削、模擬
面接、個別求人開拓等のきめ細やかな支援を行っている。

発達障害がうかがわれる生徒等については、本人の意向を踏まえ、障
害者支援機関や同一ハローワーク内の専門援助部門と連携して支援を
行っている。

95.9

93.9
94.9 95.7

94.5

96.1

90.0

95.0

100.0

令和2年3月卒 令和3年3月卒 令和4年3月卒 令和5年3月卒 令和6年3月卒 令和7年3月卒

内定率（％）

大学卒業者の就職（内定）率の推移（３月末）

大学院・大学・短大・高専・専門学校・能力開発施設（高卒２年訓練）等
◆在学中の学生・留学生
◆卒業・中退後３年以内の者

◆職業相談窓口
◆保護者から寄せられる相談
◆大学等のキャリアセンター・特別相談室からの連携支援要請
◆仙台市発達相談支援センター・仙台市自閉症児相談センター等

からの連携支援要請

就職支援ナビゲーターの支援実績

正社員就職率正社員就職した者担当者制による就職
支援を開始した者

77.8％339人436人令和7年8月末

学卒関係就職支援ナビゲーターの担当者制による正社員就職率
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計求職者数（県外）求職者数（県内）

2,640人446人2,194人令和8年3月卒
（7月末）

2,663人411人2,252人令和7年3月卒
（7月末）

※令和８年３月卒の就職（内定）状況は、令和７年12月頃（令和７年10月末現在の就職内
定率）及び令和８年５月頃（令和８年３月末現在の就職（内定）率）に公表予定

新規高等学校卒業予定者の求職状況

※通信制課程の生徒を除いた人数を掲載
※令和８年３月卒の内定状況（令和７年９月末現在）は令和７年10月31日に公表予定



１．多様な人材の活躍促進

（６）正社員就職を希望する若者への就職支援

正社員就職を希望する若者（35歳未満で安定した就労経験が少ない求職者）を対象に、わかものハローワーク等に配置された就職支援ナビゲーターによ
る就職支援プラン作成、担当者制の職業相談等のきめ細やかな支援により正社員就職を促進している。

フリーター等支援事業

正社員就職率正社員就職した者
担当者制による
就職支援を開始
した者

53.9％286人531人令和7年8月末

就職支援ナビゲーターの担当者制によるフリーター等の正社員就職率

仙台わかものハローワーク、わかもの支援窓口（仙台新卒応援ハロー
ワーク・ハローワーク石巻）及び県内ハローワークにおいて、正社員就職
を希望する若者（おおむね35歳未満で安定した就労経験が少ない求職者）
に対し、ステップアップ型の計画的で一貫した支援を通じて正社員就職を
支援している。

担当制予約相談 就職応援セミナー 職業適性検査

オンライン相談
応募書類の添削

面接練習
就職後の定着支援

【主な支援メニュー】

ユースエール認定制度

１ 各種助成金制度の活用による就職支援
◆トライアル雇用制度対象者のうち35歳未満の者
◆キャリアアップ助成金

２ みやぎジョブカフェにおけるきめ細やかな就職支援
３ 地域若者サポートステーションとの連携による就職支援
４ 職業能力開発機会の提供

◆ 職業訓練制度
◆ ジョブ・カード制度

認定企業が人材確保しやすくなったという実
感を得られるよう、合同企業説明会や就職面接
会等のイベントにおいて重点的な支援を行って
いるほか、PR冊子を作成し、認定企業の紹介を
行っている。

また、県内ハローワークにおいても、認定基
準を満たす可能性のある企業に対し、制度利用
の働きかけを行っている。

◆宮城労働局管内のユースエール認定企業数
25社（令和7年9月末）

（建設業９社、製造業６社、小売業２社、その他８社）

◆主な認定基準
・「人材育成方針」と「教育訓練計画」を策定していること
・ 直近３事業年度の新卒者などの正社員として就職した人の離職率が20％以下
・ 前事業年度の正社員の月平均所定外労働時間が20時間以下かつ、月平均の法定時間外労 働60時間
以上の正社員が１人もいないこと
・ 前事業年度の正社員の有給休暇の年間付与日 数に対する取得率が平均70％以上又は年間取得日数が
平均10日以上
・ 直近３事業年度で男性労働者の育児休業等取得者が１人以上又は女性労働者の育児休業等取得率が
75％以上

その他の就職支援
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２．女性活躍推進に向けた取組促進等

（１）女性活躍推進法等の履行確保及び男女間賃金差異に係る情報公表を契機とした女性活躍推進に向けた取組促進等

男女の募集・採用、配置・昇進、教育訓練等における均等取扱いについて、行政指導等の実施等により男女雇用機会均等法の履行確保を図っている。ま
た、常用労働者数301人以上企業に義務付けられている「男女の賃金の差異にかかる情報公表」について、適切に情報公表がなされるよう周知・徹底を
図っている。さらに、改正女性活躍推進法についてあらゆる機会を捉えて周知を図っている。

届出率届出企
業数

企業数令和7年9月末現在
の状況

100.0％237社237社301人以上企業

99.1％587社592社101人～300人企業

男女の賃金の差異の情報公表状況（宮城）

女性活躍推進法の履行確保

男女雇用機会均等法の履行確保

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍推
進に関する取組の実施状況が優良である等一定の要件を満たした企業に対する「えるぼし」、
「プラチナえるぼし」 の認定について、事業場訪問やセミナー等の機会をとらえて取得を目指し
た取組を促すことにより、 女性活躍の更なる取組を推進している。

えるぼし認定に向けた取組の支援

◆令和7年度えるぼし認定企業
３段階目

医療法人社団脳健会
大和電設工業株式会社
株式会社深松組

女性活躍一般事業主行動計画策定届出数（宮城）

全国宮城えるぼし

3,768社41社（6社）令和7年9月末現在(全国：8月末時点の数値)

全国宮城プラチナえるぼし

92社0社（0社）令和7年9月末現在(全国：8月末時点の数値)

※( )内は令和7年4月~9月末の実績

株式会社新澤醸造店
株式会社建設技術センター

改正女性活躍推進法のポイント 施行日：令和８年４月1日

改正後改正前企業等規模

男女間賃金差異及び女性管理職比率に加えて、
２項目以上を公表

男女間賃金差異に加え
て、２項目以上 を公表

301人以上

男女間賃金差異及び女性管理職比率に加えて、
１項目以上を公表

１項目以上を公表101人～300人

情報公表の必須項目の拡大
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常用労働者数301人以上企業のうち、男女の賃金の差異が
未公表の企業に対しては、情報を公表するよう促している。
公表に当たっては、男女の賃金の差異が生じている要因分
析を行うことや、解消に向けた取組を行うよう促している。

また、一般事業主行動計画の公表や情報公表については
「女性の活躍推進企業データベース」の利用促進を図って
いる。

公表率情報公表
企業数

企業数令和7年９月末現在
の状況

82.8％193社233社301人以上企業

男女の募集・採用、配置・昇進、教育訓練等における均等
取扱いについて、行政指導の実施等により男女雇用機会均等
法の履行確保を図っている。
◆男女雇用機会均等法に基づく報告徴収（企業ヒアリング）
件数：15件（3件） 令和7年9月末現在。（ ）内は前年同時期

２段階目
医療法人まつざき歯科医院



２．女性活躍推進に向けた取組促進等

（２）マザーズハローワーク等による子育て中の女性等に対する就職支援の実施

子育てをしながら就職を希望する女性等を対象としたハローワークの専門窓口（マザーズハローワーク、マザーズコーナー）において、個々の求職者の
ニーズに応じたきめ細やかな就職支援を実施するとともに、地域の子育て支援拠点や関係機関と連携してアウトリーチ型の支援を実施している。また、仕
事と子育ての両立がしやすい求人の確保及びオンライン職業相談を推進する。

マザーズハローワーク青葉に配置している就職支援ナビゲーターが地
方自治体と連携し、子育て中の者が多く集まる施設で出張相談・出張就
職支援セミナーを行っている。潜在的な求職者に支援内容を周知するこ
とにより、アウトリーチ型支援から実際の利用に繋がっている。

【実施場所】
◆仙台市の子育て支援施設「のびすく」（市内５か所）
◆名取市の児童センター
◆名取市地域職業相談室

アウトリーチ型支援の実績

出張就職支援セミナー出張相談

0回7回令和7年8月末

1回8回令和6年8月末

子どもが快適に過ごせるスペース（キッズコーナー）を設けるなど、
子ども連れでも安心して職業相談・職業紹介等のサービスを利用できる
施設を県内３か所に設置している。

マザーズハローワーク事業における重点支援対象者の就職率

実績年間計画

98.1%96.9%令和7年8月末

95.8%95.9%令和6年8月末

仕事と子育ての両立がしやすい求人（両立求人）の開拓状況

求人数求人件数

2,778人1,904件令和7年8月末

2,216人1,532件令和6年8月末

オンライン職業紹介件数オンライン職業相談件数

317件296件令和7年8月末

261件209件令和6年8月末

マザーズハローワーク等の事業実績

アウトリーチ型支援

オンラインを活用した支援

オンラインマザーズハローワーク実績

子育て中の女性等が自宅でも各種支援サービスをオンラインで利用でき
る「オンラインハローワーク」を実施している。

オンラインセミナーの実施（今年度３回開催予定）
令和７年度 ７月『働くうえで知っておきたい！ライフプランと家計設定』
令和７年度 ８月『「自分らしく」働くママになる！復職応援セミナー』

専門窓口の設置

【支援内容】
◆担当者制・予約制による就職相談
◆履歴書、職務経歴書の作成支援・

添削
◆面接の受け方アドバイス
◆育児サポート情報の提供

◆パソコン、面接対策等のセミナー
案内

◆ひとり親家庭の就職活動サポート
◆必要な公共職業訓練のあっせん

【県内の施設】
◆マザーズハローワーク青葉
◆ハローワーク石巻マザーズコーナー
◆ハローワーク古川マザーズコーナー

みやぎハローワーク公式キャラクター

ガンちょーさん
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２．女性活躍推進に向けた取組促進等

（３）女性の健康課題に取り組む事業主への支援等

不妊治療と仕事との両立支援に関する認定制度「くるみんプラス」の周知及び認定促進を図っている。併せて、不妊治療や女性の健康課題に対応するた
めに利用できる特別休暇制度の導入等に関する各種助成金等を活用し、仕事との両立がしやすい職場環境整備の推進のための周知啓発を行っている。

改正女性活躍推進法の基本原則に、女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の健康上の特性に配慮して行われるべき旨が明確化されたこ
とについてあらゆる機会を捉えて周知を図っている。

不妊治療と仕事の両立 女性の健康課題に取り組む事業主への支援等

◆くるみんプラス認定
令和４年４月から新設された「不妊治療と仕事の両立」に取り組む企業を認定

する制度。

〇「くるみんプラス」とは、次世代育成支援推進法に基づき、「くるみん」等の認
定を受けた企業が、不妊治療と仕事との両立にも積極的に取り組み、一定の認定基
準を満たした場合に、くるみんにそれぞれ「プラス」認定を追加するもので、「く
るみんプラス」「プラチナくるみんプラス」「トライくるみんプラス」と称する。

全国宮城くるみんプラス

67社0社（0社）令和7年9月末現在(全国：8月末時点の数値)

全国宮城プラチナくるみんプラス

87社3社（1社）令和7年9月末現在(全国：8月末時点の数値)

※( )内は令和7年4月~9月末の実績

◆「両立支援等助成金（不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース）」
不妊治療、月経、更年期といった女性の健康課題に対応するために利用可能

な休暇制度や両立支援制度を整備し、労働者に利用させた事業主に助成する制
度。申請件数 4件

◆「働き方改革推進支援助成金（労働時間短縮・年休促進支援コース）」
不妊治療休暇制度を導入する場合に活用できる助成金。申請件数 0件

◆「不妊治療を受けながら働き
続けられる職場づくりのた
めのマニュアル（事業主向
け）」
企業向けの制度導入マニュアル

くるみんプラス
認定マーク

プラチナ
くるみんプラス

認定マーク

トライ
くるみんプラス

認定マーク

◆「働く女性の心とからだの応援
サイト」
制度内容の説明や企業の事例を紹
介し、自主的な取り組みを促す。

◆令和7年度プラス認定企業
白石ポリテックス工業株式会社
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３．総合的なハラスメントの防止と個別労働関係紛争の早期解決

（１）相談支援を含む総合的なハラスメント防止対策の推進

セクシュアルハラスメントに関する相談件数

パワーハラスメントに関する相談件数

妊娠・出産等ハラスメントに関する相談件数

※（ ）は前年同時期

※（ ）は前年同時期

※（ ）は前年同時期

労働者等からの職場におけるハラスメント（パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等ハラスメント）に関する相談は
多く寄せられており、ハラスメントの定義や措置の内容等について丁寧な説明を行うとともに、必要に応じて紛争解決援助の手続きや労災請求に関する案
内を含め適切な対応を行っている。また、事業主に対しては、労働施策総合推進法等に沿ったハラスメントの防止対策及び事後の適切な対応について措置
を講じるよう行政指導等を行っている。

改正労働施策総合推進法についてあらゆる機会を捉えて周知を図っている。

令和６年度令和５年度令和４年度

全国宮城全国宮城全国宮城

7,727
件

158
件

7,414
件

219
件

6,849
件

132
件

令和７年度
9月末現在

宮城※

96件
(106件)

令和６年度令和５年度令和４年度

全国宮城全国宮城全国宮城

1,580
件

43
件

1,756
件

30
件

1,926
件

42
件

令和７年度
9月末現在

宮城※

17件
(22件)

令和６年度令和５年度令和４年度

全国宮城全国宮城全国宮城

72,789
件

1,139
件

62,863
件

633
件

50,840
件

486
件

令和７年度
9月末現在

宮城※

835件
(803件)

職場におけるハラスメント対策

事業主に対して、職場におけるハラスメントに関する雇用管理上の措置が
講じられていない場合は助言等を行っている。

また、適切なハラスメント防止措置が講じられるよう、事業主に対して
ウェブサイト「あかるい職場応援団」等各種ツールの利用促進を図っている。

改正労働施策総合推進法のポイント

求職者等に対するセクハラ対策の義務化

● 求職者等（就職活動中の学生やインターンシップ生等）に対しても、セク
シュアルハラスメントを防止するための必要な措置を講じることが事業主の

義務となる。

● 事業主が講ずべき具体的な措置の内容等は今後、指針において示される予定。

①顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う、
②社会通念上許容される範囲を超えた言動により、
③労働者の就業環境を害すること。

● カスタマーハラスメントとは、以下の３つの要素をすべて満たすもの。

カスタマーハラスメント対策の義務化

● 事業主が講ずべき具体的な措置の内容等は今後、指針において示される予定。
・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
・相談体制の整備・周知
・発生後の迅速かつ適切な対応・抑止のための措置

・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
・相談体制の整備・周知
・発生後の迅速かつ適切な対応

施行日：公布後１年６か月以内の政令
で定める日
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３．総合的なハラスメントの防止と個別労働関係紛争の早期解決

（２）個別労働関係紛争の早期解決

労働相談件数は依然として高止まりの状況であり、その内容はいじめ・嫌がらせを含む各種ハラスメント、自己都合退職、労働条件引下げ等多岐にわた
り相談内容も複雑困難化している。このような現状において労働問題の総合的機関として幅広く相談を受け付け、適切な関係機関窓口への取次ぎや情報提
供を行うため、宮城労働局及び管内の監督署に「総合労働相談コーナー」を設置し、「ワンストップ・サービス」の機能を維持するとともに、内容に応じ
て助言・指導、あっせんを教示する等、より円満・迅速な紛争解決を図っている。

【宮城】（6,778件）

【全国】（316,072件）
※総合労働相談：総合労働相談コーナーに寄せられたすべての労働相談
※個別労働紛争相談：総合労働相談のうち、個々の労働者と事業主との間の紛争（労基法
等の違反に係るものを除く）に係る相談

1,290,782 
1,242,579 

1,248,368 1,210,412 
1,201,881 

278,778 284,139 272,185 266,162 267,755 

21,357 
22,464 23,153 23,168 24,331 

5,271 6,096
5,232

5,017 5,959

0

10000

20000

30000

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

【全国】総合労働相談件数 【全国】民事上の個別労働相談件数
【宮城】総合労働相談件数 【宮城】民事上の個別労働相談件数

4,255 3,760 3,467 3,687 3,866 

9,130 8,484 
7,920 8,372 8,865 

77 69 66 68
48

192

238

174

132
128

0

100

200

300

0

3,000

6,000

9,000

12,000

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

【全国】あっせん申請件数 【全国】助言・指導申出件数

【宮城】あっせん申請件数 【宮城】助言・指導申出件数

令和６年度 個別労働紛争関係相談内訳 相談件数の推移

助言指導申出・あっせん申請件数の推移

いじめ・嫌がらせ

17.3%

その他の労働条件

15.8%

自己都合退職

14.0%

労働条件の

引き下げ

11.6%

解雇

9.6%

ほか

31.6%

退職勧奨 7.1％
賠償 4.4％
雇止め 3.7％
出向・配置転換 3.1％
懲戒処分 2.4％
雇用管理改善等 2.1％
その他 8.8％

いじめ・嫌がらせ

17.4%

自己都合退職

13.1%

解雇

10.1%労働条件の

引き下げ

9.8%

退職勧奨

8.1%

ほか

41.5%

雇止め 4.9％
出向・配置転換 3.7％
雇用管理等 3.9％
募集・採用 0.9％
採用内定取り消し 0.7％
その他の労働条件 17.2％
その他 10.2％
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４．仕事と育児・介護の両立支援、多様な働き方の実現に向けた環境整備、ワーク・ライフ・バランスの促進

（１）仕事と育児・介護の両立支援

改正育児・介護休業法（令和７年4・10月施行）及び改正次世代育成支援対策推進法（令和７年4月施行）について周知を図るとともに、男性の育児休業
取得や円滑な育児・介護休業取得・復帰しやすい職場環境整備を支援する助成金の活用を促し、企業の取組を支援している。

宮城県：宮城県労働実態調査 全国：雇用均等基本調査
令和7年9月末現在

全国宮城くるみん

5,268社65社（5社）令和7年9月末現在(全国：8月末時点の数値)

全国宮城プラチナくるみん

775社11社（4社）令和7年9月末現在(全国：8月末時点の数値)

※( )内は令和7年4月~9月末の実績

令和７年度認定企業（４～９月）
◆くるみん認定

東北電力ネットワーク株式会社
東邦アセチレン株式会社
株式会社藤崎
東杜シーテック株式会社
株式会社小山商会

※（ ）内は前年同時期

育児休業取得率の推移 宮城（全国）

男性の育児休業取得状況の公表

両立支援等助成金

次世代育成支援対策の推進

従業員の仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主に対して助成

改正育児・介護休業法等の周知・徹底

「仕事と介護を両立でき
る職場環境」の整備促進
のためのシンボルマーク

愛称：トモニン 27

男性女性年度

6.0%（12.65％）97.1%（81.6%）令和２年度

14.6%（13.97％）92.9%（85.1%）令和３年度

25.9%（17.13%）95.2%（80.2%）令和４年度

40.7％（30.1％）94.5％（84.1％）令和５年度

39.9%（40.5%）94.7%（86.6%）令和６年度

申請件数コース名

49件（37件）出生時両立支援コース（男性の育休）

72件（78件）育児休業等支援コース

9件（23件）介護離職防止支援コース

29件（1件）育休中等業務代替支援コース

令和７年４月１日より300人超の企業における男
性労働者の育児休業等の取得状況の公表が義務付け
られている。文書、電話等で働きかけ、県内におけ
る９月末時点の公表率は80.9％となっている。

改正育児・介護休業法につ
いて、広報誌や宮城労働局X等
により周知を図るとともに、
宮城労働局内に特別相談窓口
を設置し相談に対応している。

また、行政指導等の実施等
により法の履行確保を図って
いる。

◆プラチナくるみん認定
白石ポリテックス工業株式会社
東北電力株式会社
株式会社TTK
丸か建設株式会社



４．仕事と育児・介護の両立支援、多様な働き方の実現に向けた環境整備、ワーク・ライフ・バランスの促進

（２）多様な働き方の実現に向けた環境整備、ワーク・ライフ・バランスの促進

中小企業・小規模事業者等が生産性を高めつつ労働時間の短縮等に向けた具体的な取組を行い、働き方改革を実現できるよう、中小企業・小規模事業者
等に寄り添った相談対応・支援を行っている。また、多様な働き方が広がる中、ワーク・ライフ・バランスを推進するため労使の自主的な取組を促進して
いる。

生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む中小企業や傘下企
業を支援する事業主団体に対して助成している。

働き方改革推進支援助成金

※（ ）は前年同時期

交付申請件数
（令和７年9月末現在）

コース名

９件（13件）業種別課題対応コース

3５件（36件）労働時間短縮・年休促進支援コース

３件（1件）勤務間インターバル導入コース

０件（3件）団体推進コース

年次有給休暇の時季指定義
務（５日間）の周知徹底や、
計画的付与制度及び時間単位
年次有給休暇の導入促進を行
うとともに、10月の「年次有
給休暇取得促進期間」や、年
次有給休暇を取得しやすい時
季（GW・年末年始）に集中
的な広報を行っている。

年次有給休暇の取得促進

◆勤務間インターバル制度
勤務終了後、一定時間以上の「休息期間」を設けることで、働く方の生

活時間や睡眠時間を確保するもの。
◆年次有給休暇の計画的付与

「年次有給休暇の計画的付与制度」とは、年次有給休暇の付与日数のう
ち５日を除いた残りの日数について、労使協定を結べば、計画的に休暇取
得日を割り振ることができる制度。

◆時間単位の年次有給休暇
年次有給休暇の付与は原則１日単位だが、労使協定を結べば、年５日の

範囲内で、時間単位の取得が可能。
◆良質なテレワークの導入・定着の促進

「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン（テレ
ワークガイドライン）」について企業指導の機会を活用してパンフレット
を配布する等周知を行っている。

また、宮城労働局メールマガジン等にテレワークに関連する記事を掲載
したほか、中小企業事業主に対しテレワーク用通信機器の導入等にかかる
費用を助成する「人材確保等支援助成金（テレワークコース）」の活用を
促す等、テレワークの実施を検討している事業主へ向けて効果的な周知広
報を図っている。

◆人材確保等支援助成金（テレワークコース）
申請件数 機器導入 0件（0件）（令和7年9月末現在）

その他の各種制度

働き方改革推進支援センター

「宮城働き方改革推進支援センター」によるワンストップ相談窓口にお
いて、社会保険労務士等の専門家が労務管理・賃金制度等に関する窓口相
談やコンサルティング、セミナーの実施等きめ細やかな支援を行ってい
る。

実績はP６のとおり。

※（ ）は前年同時期
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資料出所：令和６年就労条件総合調査の特別集計を基に
厚生労働省雇用環境・均等局総務課雇用環境政策室が作成

年次有給休暇取得率の推移
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５．安全で健康に働くことができる環境づくり

（１）長時間労働の抑制

◆長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導の実施状況（４月～８月）と過労死等防止啓発月間（11月）の取組事項(含予定）等
◆働き方改革関連法による改正労働基準法の時間外労働上限規制が令和６年４月から適用された業種等（建設業、自動車の運転業務、医師など）に
対する支援等の進捗状況 ※実績は９月末まで分

◆監督指導実施事業場 257件

労働基準関係法令違反があった事業場 225件

違法な時間外労働を認めた事業場 121件

うち月80Ｈ超の時間外・休日労働 46件

①「過労死等防止対策推進シンポジウム」

日時：11月18日（火）15：00～

場所：せんだいメディアテーク

②「過重労働解消キャンペーン」

ア 使用者団体等への協力要請

イ 局長とベストプラクティス企業との意見交換

ウ 重点監督

エ 労働相談

過重労働相談の集中受付（11月1日～7日）

「過重労働解消相談ダイヤル」（11月1日）

①「時間外労働の上限規制に関する説明会」等

ア 建設業（11月～、５回）

イ 医療保健業（12月、４回）

②監督署相談・支援班による「訪問支援」

255件

③荷主特別対策チームによる「荷主要請」

494件（令和４年12月～）

長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導 過労死等防止啓発月間（11月）

時間外労働上限規制の令和６年度適用開始業務等への対応

29

違法な時間外労働

が認められたもの

121事業場 47%
何らかの違反が認められたもの

（時間外労働に係るものを除く）

104事業場 41%

違反無し 32事業場 12%



５．安全で健康に働くことができる環境づくり

（２）労働条件の確保・改善対策

◆法定労働条件の履行確保を目的とした監督指導（定期監督）の実施状況
◆労働者から受理した労働基準法違反等の申告の処理状況（受理件数及び申告監督の実施結果）及び労働基準法違反被疑事件等の司法処分の状況
（事件送致件数） ※令和７年実績は９月末まで分

定期監督の実施状況

申告の処理状況

司法事件の送致件数
（件）

（件）
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５．安全で健康に働くことができる環境づくり

（３）労働者が安全で健康に働くことができる環境の整備

労働者一人ひとりが安全で健康に働くことができる職場環境の実現のため、令和５年度を初年度とする第14次労働災害防止計画（本省）及び宮城県内の
事業場における労働災害発生状況を踏まえ、当局における第14次労働災害防止推進計画（「14次防」という。）を策定している。当該推進計画では、
自発的に安全衛生対策に取り組むための意識啓発や労働者の作業行動に起因する労働災害、高年齢労働者等の労働災害及び業種別の労働災害防止対策を
推進するとともに、個人事業者等に対する安全衛生対策の推進や労働者の健康確保対策及び化学物質等による健康障害防止対策等にも取り組んでいく
こととし、令和９年度までの５か年間の取り組みを進めている。本年度は、14次防の中間年としてこれまでの取組状況を確認しながら推進している。
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◆「14次防」の総括指標では、令和４年と比較し「死亡者数を5％以上減少（14人以下）」、「死傷
者数を減少（2,567人以下）」させることとしている。

◆14次防の２年目である令和６年は死亡者数11人、死傷者数2,420人であり、単年度でみると14次防
の目標を下回り、特に死亡者数は過去最少となった。

第１４次労働災害防止推進計画の推進状況

14次防における重点業種別の死傷者数（９月末速報値）と対策の推進状況

◆製造業 ○ 死傷283人/死亡0人（前年同期比▲15人（▲5.0％）/±０人）
○ 機械による「はさまれ・巻き込まれ」45件（前年同期比＋３人，＋7.1％）
○ 災害多発等事業場の継続的な指導として、製造業の４事業場を「安全管理特別指導事業場等」に

指定し、個別指導等を実施中
◆建設業 ○ 死傷189人/死亡2人（前年同期比＋2人（＋1.1％）/＋２人）

○ゼロ災推進連絡会議（６月）、建設現場一斉監督(６月）、局長公開パトロール(6月）等
◆陸上貨物運送事業

○死傷217人/死亡０人（前年同期比-4人（-1.8％）/▲1人）
○陸運事業者と荷主団体等との協議会（予定）
○陸運業者を対象とした説明会（７月24日）○陸運労災防止キャンペーン（11月予定）

◆林業 ○ 死傷10人/死亡1人（前年同期比▲23人（▲69.7％）/▲4人）
〇 林業・木材製造業労働災害防止協会宮城県支部等と連携した集団指導（７月、11月28日予定）
〇 伐木等安全講習会（9月4日、5日 本省委託事業）

アウトカム指標
◆製造業：機械による「はさまれ・巻き込まれ」の死傷者数を対令和４年比5%以上減少
◆建設業：死亡者数を対令和４年比15%以上減少
◆陸上貨物運送事業：死傷者数を対令和４年比5%以上減少
◆林業：死亡者数を対令和４年比15％以上減少

◆宮城労働局と県内の災害防止団体等で実施する労働災害防止や健康で安全に
働くことができる職場づくりに向けた
事業主等の意思を企業内外に表明する
「SafeworK向上宣言」の登録を再開
（登録事業場は宮城労働局HPで公開
中）

◆「SafeworK向上宣言」は、第13次
労働災害防止推進計画期間中に開始
し、当該期間中に延べ514事業場が
宣言

◆令和５年度を初年度とする14次防が
スタートしたことに伴い、行動災害
防止、高年齢労働者労働災害防止に
関する内容を含め、労使が共同宣言
することとした「SafeworK向上宣言」
の取組を再開

◆再開後、令和７年９月末現在、290
事業場が宣言を登録

◆労働災害が高止まり傾向にある第三
次産業（社会福祉施設、小売業）へ
の取組拡大を推進中

令和７年は
９月末速報値

(死傷：人)

(死亡：人)
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６．フリーランスの就業環境の整備

（１）フリーランス・事業者間取引適正化等法の履行確保等

フリーランスが安心して働ける環境を整備するため、令和６年11月に施行された「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に基づく訪問調査の実施等
により法の履行確保を図っている。

フリーランス・事業者間取引適正化等法の概要

法の目的 ①フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化
②フリーランスの方の就業環境の整備

フリーランス・事業者間取引適正化等法の履行確保

フリーランス・事業者間取引適正化等法の履行確保のため、フ
リーランスとの取引がある事業者に対して訪問調査を実施し、所
管法令等に基づく指導を行っている。
○訪問調査実施件数 1５件

○相談件数 12件
主な相談内容
• フリーランスからハラスメント対策についての相談
• フリーランスから契約解除についての相談
• フリーランスから報酬の支払い等についての相談

（令和7年9月末現在）

具 体 的 な 内 容義 務 項 目

業務委託をした場合、書面等により、直ちに、次の取引条件を
明示すること

書面等による取引条
件の明示

１

発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限
り早い日に報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払うこと

報 酬 支 払 期 日 の 設
定・期日内の支払

２

フリーランスに対し、１か月以上の業務委託をした場合、次の
７つの行為をしてはならないこと
①受領拒否、②報酬の減額、③返品、④買いたたき、⑤購入・
利用強制、⑥不当な経済上の利益の提供要請、⑦不当な給付内
容の変更、やり直し

禁止行為３

広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際に、
• 虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはならないこと
• 内容を正確かつ最新のものに保たなければならないこと

募集情報の的確表示４

６か月以上の業務委託について、フリーランスが育児や介護な
どと業務を両立できるよう、フリーランスの申出に応じて必要
な配慮をしなければならないこと

育児介護等と業務の
両立に対する配慮

５

フリーランスに対するハラスメント行為に関し、相談対応のた
めの体制整備その他の必要な措置を講じること

ハラスメント対策に
係る体制整備

６

６か月以上の業務委託を中途解除したり、更新しないこととし
たりする場合は、
・原則として30日前までに予告しなければならないこと
・予告の日から解除日までにフリーランスから理由の開示の請
求があった場合には理由の開示を行わなければならないこと

中途解除等の事前予
告・理由開示

７
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